


 

   熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する 

条例の一部を改正する条例 

 熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する条例（平

成２６年熊本県条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表熊本市第一選挙区の項中「１２人」を「１３人」に、天草市・天草郡選挙区の

項中「３人」を「２人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から

適用する。 

 （提案理由） 

 熊本県議会議員の各選挙区の人口に変動があったので、選挙区の定数を改正する必要が

ある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 


